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医療施設（無床診療所）の物件紹介について医療施設（無床診療所）の物件紹介について

住　　所　萩市椿東 4162 番地

施設概要　面積 90 坪（295.82m2）、平屋建てコンクリート、昭和 62 年建築。
　　　　　上下内視鏡機材と CT あり。
　　　　　駐車場有、12 台以上収容 ｡

アクセス　最寄り駅は JR 東萩駅、防長バス停：前小畑バス。
　　　　　近くに道の駅しーまーと有。

そ の 他　近くに同業者がおらず、一般内科診療ができる方を希望。
　　　　　年齢問わず、地域医療に貢献していただける医師を希望。

　　※詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
　　　連絡先：0838-26-0088
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山口県からのお知らせ

　山口県では、国の令和５年度補正予算の医療提供体制推進事業補助金を活用し、
第四期山口県医療費適正化計画に基づき実施する電子処方箋の活用・普及に向け、
県内の医療機関を対象に、「電子処方箋管理サービスの導入等に要した費用」の一部
を助成する事業を行っております。
　事業の詳細や申請方法等は、下記の県ホームページに掲載しています。

１ 申請受付期間
　令和 6 年 6 月 11 日（火）から令和 7 年 1 月 31 日（金）まで【必着】
　※予算の上限に達する場合には、申請期間を短縮することがあります。

２ 県ホームページ URL
　https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/250204.html

３ 対象者（医療機関関係）
・山口県内に所在する保険医療機関のうち、社会保険診療報酬支払基金から、電子

処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助を受けている施設が対象
・同一施設で、医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合は、それ

ぞれで申請が必要

４ 問い合わせ先
　山口県健康福祉部医務保険課保険指導班
　　電話番号　083-933-2825
　　受付時間　9：00 ～ 17：00（土日祝を除く）

山口県電子処方箋活用・普及促進助成事業の山口県電子処方箋活用・普及促進助成事業の
実施について実施について
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令和 6 年度 第 97 回山口県消化器がん検診講習会

日　時　令和 6 年 8 月 3 日（土）15：00 ～ 17：00
場　所　山口県総合保健会館 2 階　多目的ホール
　　　　　〒 753-0814　山口県山口市吉敷下東３丁目１-1

次　　第

 司会　山口県消化器がん検診研究会　副会長　清水　建策
開会挨拶
特別講演Ⅰ　15：00 ～ 16：00

座長：山口県消化器がん検診研究会　副会長　原田　　英
　誰一人、大腸がんで亡くならない世界へ

九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野　鶴丸　大介

特別講演Ⅱ　16：00 ～ 17：00
座長：山口県消化器がん検診研究会　幹事　末兼　浩史

　世界からみた日本の早期胃がん診療 これまでとこれから
九州大学国際医療診療部　准教授　森山　智彦

受 講 料　　山口県消化器がん検診研究会員は無料
　　　　　　　非会員は、医師：2,000 円、医師以外：1,000 円

取得単位　　日本医師会生涯教育制度　2 単位
　　　　　　　特別講演Ⅰ　CC11（予防と保健）：1 単位
　　　　　　　特別講演Ⅱ　CC  1（医師のプロフェッショナリズム）：1 単位
　　　　　　日本消化器がん検診学会認定医更新単位　3 点
　　　　　　日本医学放射線学会
　　　　　　　　学会認定参加単位　1 単位
　　　　　　日本専門医機構認定参加単位　1 単位

お問い合わせ先　  山口県消化器がん検診研究会（山口県医師会内）
　　　　　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527
　　　　　　　　　　e メール　nakano@yamaguchi.med.or.jp（中野）

※事前の参加申込は不要です。
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毎月勤労統計調査「特別調査」の実施について毎月勤労統計調査「特別調査」の実施について

　令和 6 年 8 月から 9 月にかけて、労働者の雇用、賃金及び労働時間の状況を確認　令和 6 年 8 月から 9 月にかけて、労働者の雇用、賃金及び労働時間の状況を確認
するため、厚生労働省による年に 1 度（7 月 31 日現在について）の「毎月勤労統するため、厚生労働省による年に 1 度（7 月 31 日現在について）の「毎月勤労統
計調査特別調査」（統計法に基づく基幹統計調査）が実施されます。計調査特別調査」（統計法に基づく基幹統計調査）が実施されます。
　今般は下関市、宇部市、山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、美祢市、周南市、　今般は下関市、宇部市、山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、美祢市、周南市、
熊毛郡上関町の一部地域において、統計調査員による事業所名、所在地、常用労働熊毛郡上関町の一部地域において、統計調査員による事業所名、所在地、常用労働
者数、事業内容などを確認するための訪問調査が行われます。者数、事業内容などを確認するための訪問調査が行われます。
　さらに、常用労働者数 1 ～ 4 人の事業所については、雇用、賃金及び労働時間等　さらに、常用労働者数 1 ～ 4 人の事業所については、雇用、賃金及び労働時間等
について回答することになります。について回答することになります。
　ご不明な点があれば山口県総合企画部統計分析課 商工労働統計班までお問い合わ　ご不明な点があれば山口県総合企画部統計分析課 商工労働統計班までお問い合わ
せください。（TEL：083-933-2654）せください。（TEL：083-933-2654）
　厚生労働省 HP　https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html　厚生労働省 HP　https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和 6 年 5 月分）

山口県警察管内発生の死体検案数
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

May-24 21 127 0 0 10 0 9 167
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山口県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ山口県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

１．後期高齢者医療被保険者証に関するお知らせ

　現在交付している「後期高齢者医療被保険者証」（以下「保険証」という。）は有
効期限が令和 6 年 7 月 31 日となっています。
　新しい保険証（緑色）は、7 月中に被保険者の方へ簡易書留にて郵送いたします。
　現在交付している保険証（薄紫色）は、8 月 1 日以降使えませんので、8 月 1 日
以降は必ず新しい保険証にて負担割合のご確認をお願いいたします。

２．後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の自動更新について

　現在交付している後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」（以下
「減額認定証」という。）は有効期限が令和 6 年 7 月 31 日となっています。
　減額認定証の更新については、現在、減額認定証をお持ちの方で、令和 6 年 8 月
からの減額認定証の負担区分が「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」に該当される場合、申請
書の提出を省略し、７月に該当者へ減額認定証を直接送付いたします。

３．後期高齢者医療の限度額適用認定証の自動更新について

　現在交付している後期高齢者医療の「限度額適用認定証」（以下「限度証」という。）
は有効期限が令和 6 年 7 月 31 日となっています。
　限度証の更新については、現在、限度証をお持ちの方で、令和６年８月からの限
度証の負担区分が「現役Ⅰ」又は「現役Ⅱ」に該当される場合、申請書の提出を省略し、
７月に該当者へ限度証を直接送付いたします。

　業務ご多忙の中、申し訳ありませんが、ご理解、ご協力をいただきますようお願
いいたします。
　お問い合わせは、山口県後期高齢者医療広域連合（電話 083-921-7111）まで。
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　編集後記は、県医師会の広報担当役員の大事な仕事の一つである。
　好むと好まざるとに関わらず、結構な頻度で順番が回ってくるため、遅筆で、どちらかというと、
ぼーっと生きている自分にとって、編集後記はなかなかの難所である。
　いつものことではあるが、「今回はさてどうしたものか」と悩むところから始まる。
　そして、無駄な抵抗と分かりつつも、過去の医師会報を引っ張り出してきてヒントが転がってな
いかと探してみたりする。ただ、締め切り間際の焦った心理状態で探し始めても、そこにたまたま、
ヒントが落ちていることはまずない。
　それは置いといて、過去の医師会報を読むのは、意外と楽しいものである。すぐれた論説文から
は、医療のあゆみを垣間見ることができるし、会員の随筆にも瞠目に値する文章がたくさんある。
また、現在大御所の先生方がお若いころの写真、ご意見を（手軽に）拝聴することが可能なコン
テンツは、医師会報だけではないだろうか。なるほど「医師会報を読むのが趣味の一つ」、という
先生がいるのも頷ける。
　現時点で、県医師会報は 2002 年 1 月 21 日（1632 号）まで、300 号以上さかのぼって読むこ
とができる（そして 2004 年 12 月までは、月に 3 回発刊されていたことにも驚く）。

　話は変わるが、編集後記を何回か書いているうちに気が付いたことがあった。
　前述のように、医師会報は20年以上も前の記事や、編集後記をネットで簡単に見ることができる。
逆に言えば、自分が覚えておきたい事を、編集後記にこっそり忍ばせておけば、（紛失するかもし
れない紙ベースの手帳や付箋に書き留めたりしなくても）好きなタイミングでネット検索して記憶
を辿れるじゃないか、ということに！（いけない役員ですね）
　自分の編集後記を読み返すことは当分ないと思うが、数年、十数年がたって「あのころってどう
だったっけ？」と回想したくなったら、検索してみよっと（もしくは将来、子供の披露宴であいさ
つを頼まれるようなことがあればやはり検索してみよう）。

（理事　藤原　崇）　

編編集
後後記

謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

村　田　太　郎　　氏　　防　府医師会　5 月 29 日　享　年　　74

五十嵐　三　二　　氏　　長門市医師会　6 月 19 日　享　年　　66
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医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の
維持増進、さらには治療困難な人を支える医療、苦痛を和らげる
緩和医療をも包含する。医師は責任の重大性を認識し、人類愛を
基にすべての人に奉仕するものである。

1. 医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の
習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。

2. 医師は自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を
高めるように心掛ける。

3. 医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で
接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように
努める。

4. 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。

5. 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に
尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。

6. 医師は医業にあたって営利を目的としない。
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